
青

森

県

立

つ

く

し

が

丘

病

院

清

掃

業

務

委

託

に

係

る

一

般

競

争

入

札

 

次

の

と

お

り

一

般

競

争

入

札

に

よ

り

契

約

を

締

結

す

る

の

で

、

地

方

自

治

法

施

行

令

（

昭

和

二

十

二

年

政

令

第

十

六

号

）

第

百

六

十

七

条

の

六

の

規

定

に

よ

り

公

告

す

る

。

 

平

成

二

十

四

年

二

月

十

日

 

青

森

県

病

院

事

業

管

理

者

 
 

吉

 

田

 

茂

 

昭

 
 

 

一

 

一

般

競

争

入

札

に

付

す

る

事

項

 

次

に

掲

げ

る

業

務

の

委

託

 

１

 

業

務

名

 

青

森

県

立

つ

く

し

が

丘

病

院

清

掃

業

務

 

２

 

業

務

内

容

 

入

札

説

明

書

に

よ

る

 

３

 

業

務

委

託

期

間

 

平

成

二

十

四

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

二

十

六

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

二

年

間

と

し

、

四

月

一

日

か

ら

翌

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

を

一

事

業

年

度

と

す

る

。

（

た

だ

し

、

こ

の

契

約

に

係

る

予

算

の

減

額

又

は

削

除

が

あ

っ

た

場

合

は

、

こ

の

期

間

の

中

途

に

お

い

て

当

該

契

約

を

解

除

す

る

こ

と

が

あ

る

。

）

 

４

 

業

務

場

所

 

青

森

県

立

つ

く

し

が

丘

病

院

（

青

森

市

大

字

三

内

字

沢

部

三

五

三

の

九

二

）

 

二

 

入

札

に

参

加

す

る

者

に

必

要

な

資

格

 

１

 

地

方

自

治

法

施

行

令

第

百

六

十

七

条

の

四

第

一

項

及

び

第

二

項

に

規

定

す

る

者

に

該

当

し

な

い

者

で

あ

る

こ

と

。

 

２

 

平

成

二

十

三

年

六

月

二

十

九

日

青

森

県

告

示

第

五

百

五

十

九

号

（

物

品

等

の

競

争

入

札

参

加

資

格

）

の

一

の

規

定

に

よ

り

清

掃

業

務

の

委

託

の

契

約

に

つ

い

て

Ａ

の

等

級

に

格

付

け

さ

れ

た

者

で

あ

る

こ

と

。

 

３

 

入

札

書

の

提

出

期

限

の

日

か

ら

開

札

の

時

ま

で

の

間

に

、

知

事

の

指

名

停

止

の

措

置

を

受

け

て

い

な

い

者

で

あ

る

こ

と

。

 



４
 

建

築

物

に

お

け

る

衛

生

的

環

境

の

確

保

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

四

十

五

年

法

律

第

二

十

号

）

第

十

二

条

の

二

第

一

項

第

一

号

又

は

第

八

号

の

事

業

に

係

る

都

道

府

県

知

事

の

登

録

を

受

け

て

い

る

こ

と

。

 

５

 

医

療

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

二

百

五

号

）

第

十

五

条

の

二

に

定

め

る

業

務

に

つ

い

て

厚

生

労

働

省

令

で

定

め

る

基

準

に

適

合

し

た

者

で

あ

る

こ

と

。

 

６

 

建

築

物

に

お

け

る

衛

生

的

環

境

の

確

保

に

関

す

る

法

律

第

二

条

に

規

定

す

る

特

定

建

築

物

又

は

医

療

法

第

一

条

の

五

第

一

項

に

規

定

す

る

病

院

に

お

い

て

、

延

べ

床

面

積

八

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

の

清

掃

業

務

を

、

平

成

十

九

年

四

月

一

日

以

降

、

十

二

月

以

上

継

続

し

て

履

行

し

た

実

績

を

有

す

る

こ

と

。

 

７

 

本

業

務

に

つ

い

て

入

札

説

明

書

に

記

載

さ

れ

た

業

務

体

制

が

整

備

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

証

明

し

た

者

で

あ

る

こ

と

。

 

三

 

資

格

の

審

査

等

 

１

 

入

札

に

参

加

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

二

に

定

め

る

資

格

を

有

す

る

こ

と

並

び

に

入

札

説

明

書

に

示

す

証

明

書

等

に

つ

い

て

次

に

従

い

、

一

般

競

争

入

札

参

加

資

格

審

査

申

請

書

（

以

下

「

申

請

書

」

と

い

う

。

）

に

よ

り

、

審

査

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

提

出

部

数

 

二

部

 

３

 

提

出

期

限

等

 

㈠

 

入

札

へ

の

参

加

を

希

望

す

る

者

は

、

申

請

書

に

証

明

書

及

び

入

札

説

明

書

に

基

づ

く

本

業

務

の

業

務

計

画

書

等

の

関

係

資

料

を

添

え

て

、

入

札

説

明

書

に

示

す

提

出

期

限

ま

で

に

青

森

県

病

院

局

運

営

部

つ

く

し

が

丘

病

院

運

営

室

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

ず

、

ま

た

、

申

請

書

等

の

内

容

に

つ

い

て

説

明

を

求

め

ら

れ

た

場

合

に

は

、

こ

れ

に

応

じ

る

と

と

も

に

、

必

要

な

場

合

に

は

、

当

該

申

請

書

等

の

内

容

の

変

更

に

応

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

㈡

 

㈠

の

説

明

並

び

に

内

容

の

変

更

等

に

応

じ

な

い

者

は

、

当

該

入

札

に

参

加

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

も

の

と

す

る

。

 

㈢

 

㈠

の

審

査

結

果

に

つ

い

て

は

、

申

請

者

に

対

し

て

書

面

に

よ

り

別

途

通

知

す

る

。

 



四

 

入

札

書

の

提

出

場

所

等

 

１

 
入

札

書

の

提

出

場

所

、

入

札

説

明

書

の

交

付

場

所

、

契

約

条

項

を

示

す

場

所

及

び

問

合

せ

先

 
青

森

市

大

字

三

内

字

沢

部

三

五

三

の

九

二

 

青

森

県

立

つ

く

し

が

丘

病

院

（

青

森

県

病

院

局

運

営

部

つ

く

し

が

丘

病

院

運

営

室

）

 

電

話

 

〇

一

七

─

七

八

七

─

二

一

二

一

 

２

 

入

札

書

の

提

出

期

限

 

平

成

二

十

四

年

三

月

二

十

七

日
 

午

前

十

時

 

３

 

開

札

の

場

所

及

び

日

時

 

青

森

市

大

字

三

内

字

沢

部

三

五

三

の

九

二
 

青

森

県

立

つ

く

し

が

丘

病

院

 

三

階

会

議

室

 

平

成

二

十

四

年

三

月

二

十

七

日

 
 

午

前

十

時

 

五

 

入

札

保

証

金

及

び

契

約

保

証

金

に

関

す

る

事

項

 

青

森

県

病

院

局

財

務

規

程

（

平

成

十

九

年

三

月

青

森

県

病

院

事

業

管

理

規

程

第

十

三

号

）

第

八

十

二

条

第

一

項

に

お

い

て

適

用

す

る

青

森

県

財

務

規

則

（

昭

和

三

十

九

年

三

月

青

森

県

規

則

第

十

号

）

第

百

三

十

二

条

、

第

百

三

十

三

条

及

び

第

百

五

十

九

条

の

規

定

に

よ

る

。

 

六

 

契

約

書

の

取

り

交

わ

し

時

期

 

平

成

二

十

四

年

四

月

一

日

 

七

 

落

札

者

の

決

定

方

法

 

入

札

説

明

書

に

要

求

す

る

仕

様

が

満

た

さ

れ

て

い

る

と

判

断

し

た

申

請

書

等

を

提

出

し

た

者

で

あ

っ

て

、

予

定

価

格

の

制

限

の

範

囲

内

で

最

低

の

価

格

を

も

っ

て

有

効

な

入

札

を

行

い

、

か

つ

、

八

の

２

の

規

定

に

よ

り

落

札

対

象

と

す

る

者

を

落

札

者

と

す

る

。

た

だ

し

、

落

札

者

と

な

る

べ

き

者

の

入

札

価

格

に

よ

っ

て

は

、

そ

の

者

に

よ

り

当

該

契

約

の

内

容

に

適

合

し

た

履

行

が

さ

れ

な

い

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

と

き

、

又

は

そ

の

者

と

契

約

を

締

結

す

る

こ

と

が

公

正

な

取

引

の

秩

序

を

乱

す

こ

と

と

な

る

お

そ

れ

が

あ

っ

て

著

し

く

不

適

当

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

と

き

は

、

予

定

価

格

の

制

限

の

範

囲

内

を

も

っ

て

入

札

を

し

た

他

の

者

の

う

ち

最

低

の

価

格

を

も

っ

て

入

札

し

た

者

を

落

札

者

と

す

る

こ

と

が

あ

る

。

 



八

 

そ

の

他

 

１

 
契

約

手

続

に

お

い

て

使

用

す

る

言

語

及

び

通

貨

 
日

本

語

及

び

日

本

国

通

貨

 

 

２

 

落

札

対

象

 

 
 

 

本

業

務

に

要

求

す

る

仕

様

等

が

満

た

さ

れ

て

い

る

と

判

断

し

た

三

の

１

の

申

請

書

等

に

係

る

入

札

書

の

み

を

落

札

対

象

と

す

る

。

 

３

 

入

札

の

無

効

 

入

札

に

参

加

す

る

者

に

必

要

な

資

格

の

な

い

者

の

し

た

入

札

、

申

請

書

に

虚

偽

の

事

実

の

記

載

を

し

た

者

の

入

札

及

び

入

札

に

関

す

る

条

件

に

違

反

し

た

入

札

は

、

無

効

と

す

る

。

 

４

 

入

札

書

の

提

出

方

法

等

 

詳

細

は

入

札

説

明

書

に

よ

る

。

 

５

 

入

札

書

の

記

載

方

法

 

落

札

決

定

に

当

た

っ

て

は

、

入

札

書

に

記

載

さ

れ

た

金

額

に

当

該

金

額

の

百

分

の

五

に

相

当

す

る

額

を

加

算

し

た

金

額

（

当

該

金

額

に

一

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

そ

の

端

数

を

切

り

捨

て

た

金

額

）

を

も

っ

て

落

札

価

格

と

す

る

の

で

、

入

札

者

は

、

契

約

期

間

の

見

積

総

額

の

う

ち

一

事

業

年

度

分

の

金

額

の

百

五

分

の

百

に

相

当

す

る

金

額

を

入

札

書

に

記

載

す

る

こ

と

。

 

 

６

 

入

札

手

続

の

停

止

等

 

 
 

 

平

成

二

十

四

年

度

青

森

県

病

院

事

業

会

計

予

算

が

成

立

し

な

い

と

き

は

、

本

件

入

札

の

手

続

に

つ

い

て

停

止

等

の

措

置

を

行

う

こ

と

が

あ

る

。

 

 


